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衆
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議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
政
府
職
員
の
通
報
が
公
益
通
報
保
護
制
度
の
対
象
に
な
る
か
否
か
の
基
準
に
関
す
る
質
問
に

対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
政
府
職
員
の
通
報
が
公
益
通
報
保
護
制
度
の
対
象
に
な
る
か
否
か
の
基
準
に
関
す
る
質

問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

公
益
通
報
者
保
護
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）

第
百
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
課
さ
れ
る
守
秘
義
務
を
解
除
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
公
益
通
報
者
保
護
法
第
二
条
第
三
項

に
規
定
す
る
通
報
対
象
事
実
（
以
下
「
通
報
対
象
事
実
」
と
い
う
。
）
は
、
犯
罪
行
為
な
ど
の
反
社
会
性
が
明
白
な
行
為
の

事
実
で
あ
り
、
国
家
公
務
員
法
第
百
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
秘
密
」
と
し
て
保
護
す
る
に
値
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、

そ
も
そ
も
、
通
報
対
象
事
実
に
つ
い
て
、
国
家
公
務
員
法
第
二
条
に
規
定
す
る
一
般
職
に
属
す
る
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と

い
う
。
）
が
公
益
通
報
者
保
護
法
第
三
条
各
号
に
定
め
る
公
益
通
報
を
し
た
と
し
て
も
、
国
家
公
務
員
法
第
百
条
第
一
項
の

規
定
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

二
に
つ
い
て

一
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
通
報
対
象
事
実
に
つ
い
て
、
職
員
が
公
益
通
報
者
保
護
法
第
三
条
各
号
に
定
め
る

公
益
通
報
を
し
た
と
し
て
も
、
国
家
公
務
員
法
第
百
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ

一



で
あ
り
、
御
指
摘
の
「
国
家
公
務
員
法
上
の
守
秘
義
務
違
反
を
免
責
さ
れ
る
事
例
の
具
体
的
な
指
針
」
に
当
た
る
も
の
は
存

在
し
て
い
な
い
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
法
第
百
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
秘
密
」
と
は
、
一
般
に
知
ら
れ
て
い
な
い
事
実
で
あ
っ
て
、
他
に
知
ら
れ

な
い
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
利
益
を
有
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
非
公
知
性
及
び
秘
匿
の
必
要
性
の
二
つ
の
要
素
を
具
備
し

て
い
る
事
実
を
い
う
と
こ
ろ
、
具
体
的
な
事
実
が
当
該
「
秘
密
」
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
、
事
案
に
即
し
て
個
別
具
体
的

に
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
た
め
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

三
及
び
四
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
具
体
的
な
事
実
が
国
家
公
務
員
法
第
百
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
秘
密
」

に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
、
事
案
に
即
し
て
個
別
具
体
的
に
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
当
該
事
実
が
当
該
「
秘
密
」
に

該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
漏
ら
す
行
為
が
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十

七
条
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

六
及
び
七
に
つ
い
て

二



御
指
摘
の
「
国
民
の
知
る
権
利
に
資
す
る
こ
と
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
一

に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
通
報
対
象
事
実
に
つ
い
て
、
職
員
が
公
益
通
報
者
保
護
法
第
三
条
各
号
に
定
め
る
公
益

通
報
を
し
た
と
し
て
も
、
国
家
公
務
員
法
第
百
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
国
家
公
務
員
法
第
百
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
秘
密
」
に
該
当
す
る
事
実
で
あ
っ
て
も
、
他
の
法
益
と
の
権
衡
上
、

こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
、
職
員
又
は
退
職
者
が
法
令
に
よ
る

証
人
、
鑑
定
人
等
と
な
り
、
職
務
上
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
を
発
表
す
る
に
は
、
所
轄
庁
の
長
（
退
職
者
に
つ
い
て
は
、
そ

の
退
職
し
た
官
職
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
官
職
の
所
轄
庁
の
長
）
の
許
可
を
要
す
る
旨
を
定
め
、
守
秘
義
務
を
解
除
し
得
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三


